
 

独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について 

 

平成２１年９月２９日 

閣 議 決 定 

 

 独立行政法人及び特殊法人（以下「独立行政法人等」という。）

の役員人事の在り方については、今後、独立行政法人等の抜本的な

見直しや国家公務員制度改革の議論を踏まえた上で検討を行うこ

ととしているが、それまでの間は、暫定的な措置として、以下によ

り対応することとする。 

 なお、独立行政法人の役員のうち、所管大臣が任命権を有さない

者については、各法人において以下の趣旨を踏まえた任免が行われ

るよう、所管府省から要請するものとする。 

 

１ 平成２１年９月末に任期満了等となる独立行政法人等の役員人

事 

(1) 所管大臣が、各法人の事業運営や役員数、報酬等について点

検を行った上で、引き続き当該役員ポストの任命が必要と判断

する場合には、内閣官房長官と協議の上、後任者の任命を行う。 

(2) 公務員の天下りに対する国民の厳しい批判等を踏まえ、公正

で透明な人事を確保する観点から、①現在、公務員ＯＢが役員

に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場

合及び②新たに公務員ＯＢを役員に任命しようとする場合に

は、公募により後任者の選考を行う。 

(3) 公募による役員の任命は、職務内容書（ジョブディスクリプ

ション）の作成や外部の有識者による選考委員会の開催など選

考の公平性及び透明性を十分に確保するために、３か月程度の

期間をかけて（本年１２月末までに）行う。 

なお、現在役員に就任している者も含め、公務員ＯＢからの

応募も認める。 

(4) 上記の作業に伴い、９月末までに後任者の任命を行うことは

困難であることから、法人の運営に支障を生じるおそれがある

場合には、公募による後任者の任命までの間、現任者の再任に

ついて、本人の同意を条件に、認める。 

   

２ 平成２１年１０月以降に任期満了等となる役員人事 

上記１の取扱いに準じて、対応するものとする。 




